
平成 3 0年第 6回南島原市教育委員会定例会

日時 平成 3 0年 6月 2 5日 (月) 午前 10 時 0 0分
場所 南有馬庁舎 2階会議室

議事日程

第 1 開会

第2 前回会議録の承認

第3 会議録署名人の指名

第4 教育長報告

第5 議案審議
議案第23号 南島原市世界遺産影響評価委員会委員の委嘱について
議案第24号 史跡原城跡 ・日野江城跡専門委員会委員の委嘱について
議案第25号 南島原市学校給食運営審議会委員の委嘱について
議案第26号 南島原市心の教室相談員設置要綱の一部を改正する告示について
議案第27号 南島原市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を

改正する告示について
議案第28号 南島原市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について
議案第29号 南島原市立小・中学校 「しま」への修学旅行費補助金交付要綱の-

部を改正する告示について
報告第 1号 南島原市立小・中学校教職員人事異動の内申について

第 6 その他
(1) 準要保護児童生徒就学援助の申請について
(2) 次回教育委員会定例会の開催について
(3) その他

第7 閉会



南島原市教育委員会定例会教育長報告

○平成 3 0年 5月の諸会議並びに諸行事

25日(金 )14:00定例教育委員会 (南有馬庁舎)

19:30平成 3 0年度第 1回体育協会理事会 (南有馬庁)

26日(土 ) 終日第 41 回小豆島オリーブマラソン全国大会 (5/2 8まで)( 香川
県小豆島町)

29日(火 )10:00民生委員推薦会 (西有家庁舎)

13:30文化協会総会 (カムス)

14:30平成 3 0年度第 1回社会教育委員兼公民館運営審議会会議(南有馬庁
舎)

30 日 (水 )15:00 世界遺産市民協働会議 (ザ・マーキーズ)

○平成 3 0年 6月の諸会議並びに諸行事

1 日(金 )10:00特別支援教育研究会「春の交流会」 (南有馬体育館)

14:30学校跡地利活用検討委員会 (西有家庁舎)

3 日 (日 )19:10 「第 13 回いのりの灯」点灯式セレモニー (雲仙岳災害記念館)

5 日(火 )14:00寄附贈呈式 (南有馬庁舎)

7 日 (木 )10:30 平成 3 0年度第 2回校長会研修会 (コレジョホール)

10日(日)10:00中学校総合体育大会 (13 日まで)(市内中学校)

11日(月 )10:15臨時部局長会議 (西有家庁舎)

13日(水 )10:00図書館協議会会議 (南有馬庁舎)

14日(木 )9:00 部局長会議 (西有家庁舎)

15 日 (金 )9:15 平成 3 0年度第 2回教頭会研修会 (コレジョホール)

13:00原城 VR コンテンツ試写会 (西有家庁舎)

19日(火 )16:30空手道、九州大会、全国大会出場報告会 (西有家庁舎)



21 日 (木 )14:15 学校保健会総会・研修会 (コレジヨホール)

22日(金 )10:00平成 3 0年度第1回南島原市議会臨時会 (有家庁舎)

23 日 (土 )14:30 アー トビレッジ ・シラキノ業務事前打合せ (アー トビレッジ ・シラキ
ノ)

24日(日)9:00 第 13 回綱引き大会 (深江体育館)



議案第 2 3号

南島原市世界遺産影響評価委員会委員の委嘱について

提案理由

南島原市世界遺産影響評価委員会条例第3条の規定により提案する。

平成 3 0年 6月 2 5日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



氏　名 所　属 備　考

1 苅谷　勇雅 日本イコモス国内委員会副委員長

2 鰺坂　徹 鹿児島大学教授・日本イコモス国内委員会委員

3 服部　英雄 くまもと文学・歴史館館長

4 林　一馬 長崎総合科学大学　名誉教授

5 内山　哲利 一般社団法人　南島原ひまわり観光協会　会長

南島原市世界遺産影響評価委員会委員名簿



議案第 24 号

史跡原城跡 ・日野江城跡専門委員会委員の委嘱について

提案理由

史跡原城跡 ・日野江城跡専門委員会条例第 3条の規定により提案する。

平成 3 0年 6月 2 5日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



岡林　隆敏

おかばやし　たかとし

千田　嘉博

せんだ　よしひろ

高瀬　要一

たかせ　よういち

玉井　哲雄

たまい　てつお

服部　英雄

はっとり　ひでお

福田　千鶴

ふくだ　ちづる

宮武　正登

みやたけ　まさと

分部　哲秋

わけべ　てつあき

朽津　信明

くちつ　のぶあき

史跡原城跡・日野江城跡専門委員会委員名簿

9

氏　名

1

2

3

4

5

6

8

7

長崎大学

奈良大学

(元)和歌山県立紀伊風土記の丘　館長

(元)国立歴史民俗博物館　教授

東京文化財研究所 保存科学研究センター 修復計画研究室

くまもと文学・歴史館

所　属

九州大学基幹教育院　人文社会科学部門

佐賀大学全学教育機構　人文・芸術部門

学校法人玉木学園　長崎医療技術専門学校



議案第 2 5号

南島原市学校給食運営審議会委員の委嘱について

提案理由

南島原市立学校給食センター条例第4

施行規則第 7条の規定により提案する。

平成 3 0年 6月 2 5日提出

条及び南島原市立学校給食センタ」条例

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



　

NO 区分 氏
　フ　リ　ガ　ナ　

　　名 備　　考

1 山田
ヤマダ

　恵子
ケイコ

食育推進ブロック代表校長

2 福田
フクダ

　清文
キヨフミ

自校方式調理場代表校長

3 相良
サガラ

　伸介
シンスケ

市ＰＴＡ連合会会長

4 梶原
カジハラ

　智恵子
チエコ

市ＰＴＡ連合会母親委員長

5 山本
ヤマモト

　忠喜
タダヨシ

前学校給食会長

6 松永
マツナガ

　文則
フミノリ

前学校給食会長

7
その他必要と
認められる者 塩田　絹代

シオタ　　　　キヌヨ
教育委員長職務代理者

関係学校長

関係学校ＰＴＡ代表

学識経験者

※網掛の委員の方が、新しく選任された方です。

平成３０年度南島原市学校給食運営審議会委員名簿



議案第 2 6号

南島原市心の教室相談員設置要綱の一部を改正する告示について

提案理由

小学校に心の教室相談員を設置するため、所要の改正をするもの。

平成 3 0年 6月 2 5 日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



南島原市心の教室相談員設鱈置要綱の一部を改正する告示

南島原市心の教室相談員設母萱要綱 (平成18年南島原市教育委員会告示第2号)の一部を次

のように改正する。

第1条中「生徒に」を「粕童生徒 (学校教育法 (昭和22全戸だ窺律第26号)第18条に規定する

学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。) に」に、「、生徒」を「、児童生徒」に、「中

学校」を「小学校及び中学校 (以下「学校」という。)」に改める。

第2条第 1号中「生徒」を「児童生徒」に改める。

第 3条中「中学校校長」を「校長」に改める。

本則に次の 1条を加える。

(委任)
第 5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成30年 7月 1日から施行する。
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南島原市心の教室相談員設置要綱の一部を改正する教育委員会告示 新旧対照表
新 1日

(設置)
第1条 児コ童生徒 (学校教育法 (昭和22仝副寂律第26号)第18条に規定する学齢児童
又は学齢生徒をいう。以下同じ。)に心のゆとりを持てるような環塾境を提盈供する
ことが必要であることから、児童牛徒が悩みを気軽に話せるよう小学校及び中学
校 (以下「学校」という。)に「心の教室相談員」を設封書できるものとする。

(心の教室相談員の職務)
第2条 心の教室相談員は、校長の指揮監督の下に、おおむね次の職務を行う。

(1) 学校でのふれあいや家庭訪問等を通して、児童生徒の話し相手となったり
悩み相談に応じたりするなどの相談活動

(2) ・(3) (略)

(勤務条件)
第3条 心の教室相談員の勤務条件は、おおむね週3回、 1回当たり半日程度を基
本としつつ、校長の指牙す るとおりとする。

(委fa
第 5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(設置)
第 1条 生徒に心のゆとりを持てるような環熟覧を提供することが必要であることか
ら、生徒が悩みを気軽に話せるよう中学校に「心の教室相談員」を設財萱できるも
のとする。

(心の教室相談員の職務)
第2条 心の教室相談員は、校長の指揮監搾チの下に、おおむね次の職務を行う。

(1) 学校でのふれあいや家庭訪問等を通して、生徒の話し相手となったり悩み
相談に応じたりするなどの相談活動

(2) ・(3) (略)

(勤務条件)
第3条 心の教室相談員の勤務条件は、おおむね週 3回、 1回当たり半日程度を基
本としつつ、中≠郭校妊交長の指示するとおりとする。
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南島原市心の教室相談員設鴛重要綱
平成18年 3月31日教育委員会告示第 2号

(設封書)
第1条 児童生徒 (学校教育法 (昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生
徒をいう。以下同じ。)に心のゆとりを持てるような環境を提溜共することが必要であること
から、児童生徒が悩みを気軽に話せるようノJ・学校及び中学校 (以下「学校」という。)に
「心の教室相談員」を設針阻できるものとする。
(心の教室相談員の坪哉務)

第2条 心の教室相談員は、校長の指揮監督の下に、おおむね次の晴畿務を行う。
(1) 学校でのふれあいや{庭琵訪問等を通して、児童生徒の話し相手となったり悩み相談に
応じたりするなどの相談活動
(2)±櫛現こおける琵雛系‘瀞報の収集などにより、士勘或と学校との連携の支援
(3) その他学校の教育活動の支援
像勤務条件)

第 3条 心の教室相談員の勤務条件は、おおむね週 3回、 1回当たり半日程度を基本としつつ、
校長の指示するとおりとする。
(謝金)

第4条 心の教室相談員の謝金は、 1回4,000円とする。

(委任)
第 5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
この告示は、平成18年 3月31日から施行する。
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議案第 2 7号

南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱の-

部を改正する告示について

提案理由

就学援助認定 (却下) 通知書に日付を追加するため、所要の改正をする

も の 。

平成 3 0年 6月 2 5 日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱の一部を改正する告示

南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱 (平成18年南島原市教育委員

会告示第 3号)の÷部を次のように改正する。

様式第3号を次のように改める。

様式第3号 (第7条関係)

年 月 日

就学援助認定 (却下)通知書

様

南島原市教育委員会 困

年 月 日付けで申請がありました就学援助費の支給については、次の
とおり決定したので通知します。

学校名 学年 児童生徒等氏名 1性別

上記の者について、下記のとおり決定しました。

1 要保護 +準要保護に、 年 月から開始

2 却 下
(理由)

附 則

この告示は、平成30年 7月 1日から施行する。
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南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱の一部を改正する教育委員会告示 新旧対照表
新 1日

ボ義夫第3号 ぼ" 条襲雛系)

年 月 日

就学援助認定 (却下)通知書

様

南島原市教育委員会 困

年 月 日付けで申請がありました就学援助費の支給については、次の
とおり決定したので通知します。

学校名 学年 児童生徒等氏名 性別

1
上記の者について、下記のとおり決定しました。

1 要保護十準要保護に、 年 月から開始

2 却 下
(理由)

様式第3号 (第7条関係)

就学援助認定 (即ド)通知 ZF

Iヨ1

南島原市教育委員会 「【

年 H u付 ;十で申請がありました1錠学援助費の支給に -いては、決め
とおり決定 Lためで通知します

学校名 学年 児故生徒等氏名 “う瀞」

学校名 学年 児童生徒等氏名 性別 r.
r

…

r.
r

… --- ‐‐ヤ'▼ 叩 T‘・ 月▲ . r

r r
1

ニ

ー‐ ,ー

1

……
11

上記の者について、下記のとおり決定しました

1 婆保護 ・紀要保護に、 年 月から開始

2 却 下
{理 由

ー
)
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○南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱
平成18年 3月31日教育委員会告示第 3号

改正
平成18年 6月23日教育委員会告示第 7号
平成18年 9月28日教育委員会告示第10号
平成23年 2月23日教育委員会告示第3号
平成27年 2月25日教育委員会告示第4号
平成27年 5月27日教育委員会告示第8号
平成29年 1月24日教育委員会告示第 1号
平成29年 5月29日教育委員会告示第2号

南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱
(目的)

第1条 この告示は、学校教育法 (昭和22全日癌律第26号。以下「法」という。)第19条の規定
に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童生徒 (法第18条に規定する学齢児童又は学
齢生徒で南島原市立小中学校に在学し、南島原市に住所を有するものをいう。以下同じ。)
又キ記就学予定者 (南島原市立小中学校の就学予定者で南島原市に住所を有するものをいう。
以下同じ。)の保護者 (法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。) に対し、必要な援
助を与えることにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(援助対象者)

第2条 南島原市要保護及び準要保言劃色童生徒等就学援助費 (以下「就学援助費」という。)
の支給対象となる者は、児童生徒又;記就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当す
るものとする。

(1) 生活保護法 (昭和25年法律第144号)第 6条第 2項の規定による要保護者 (以下「要
保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者 (以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保言敷寂こ基づく保護の停止又は廃止
(イ) 児童扶養手当法 (昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当
の支給
(ウ) 国民年金法 (昭和34全戸だ癌律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年
金の掛金の減免
(ェ) 長崎県税条例 (昭和47年長崎県条例第7号)第23条の2の規定に基づく個人の
事業税の減免
(オ) 南島原耐兇条例 (平成18年南島原市条例第43号)第24条の規定に基づく市民税
のヲ隔課税又は同条例第51条の規定に基づく市民税の減免
(力) 南島原縞兇条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免
(キ) 南島原市国民健康保険税条例 (平成18年南島原市条例第狸号)第25条の規定に
基づく国民鱈麹康保険税の減免
(ク) 生活福祉資金による貸付け

イ ア以外の者で次のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に困窮していると認めら
れる者
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(ア) 失業技、課1事業適格者手帳を有する日雇労1動者又は職業安定所登臨鯛雇労働者
(イ) その他生活状態が悪いと認められる者

(援助費目)
第3条 就学援助費は、次の各号に掲げる費目を対象とする。

(1) 学用品費等
ア 学用品費
イ 通学用品費
ウモ発外活動費 (泊を伴わないもの)

(2)を発熱活動費 (泊を伴うもの)
(3) 修学旅行費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 医療費 (学た妊剰建安全法 (昭和33キ副獅律第56号)第24条の規定に基づき、学校1剰陸女
全法施行令 (昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病)
(6) 学複給食費
(7) 通学費

2 前項の規定にかかわらず、生活保言轍去第13条の規定に基づく教育扶助受給者については前
項第 3号及び第 5号に掲げる費目を対象とし、同法第12条の規定に基づく生活扶助受給者に
ついては前項第4号に掲げる費目を除いた費目を対象とする。
(就学援助費の支給額D

第4条 就学援助費の支給額は、要保護者については、文音瞬斗学省が定める児童生徒又は就学
予定者 L人当たりの額 (以下この条において「限度額」という。) とする。
2 準要保護者については、別表に定めた区分による額を限度額として、予算に計上した範囲
内で支給する。
(援助の申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書 (様式第1号)
を南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
(世帯票)

第6条 教育委員会は、就学援助費受給申請書を受理したときは、当該申請内容に基づき、要
保護及びN準要保護児童生徒等に係る世帯票 (様式第2号。以下「世帯票」という。)を作成
し、校長の意見を求めなければならない。

2 教育委員会は、必要に応じ、民生委員又は福祉事務所の長の意見を求めなければならない。
(援助の認定及び通知)

第7条 教育委員会は、就学援助費受給申請書に基づきその内容を審査し、就学援助認定の可
否を決定し、世帯票をもって速やかに校長へ通知するとともに、就学援助認定 (却下)通知
書 (様式第 3号)により保護者に通知するものとする。
6ミ給計画)

第8条 教育委員会は、前条の規定による認定後、就学援助費の支糸鋸計画を作成し、就学援助
費支糸鋸十画通知書 (様式第4号)をもって校長に通知するものとする。
6≧給方法及び氾寺期)

第9条 就学援助費は、原則としてロ座麟辰込により、教育委員会が直面蘭呆護者に対して支給す
る。ただし、学機給食費は校長に、医療費は医療機関に対して支払う。

2 就学援助費の支給時期については、教育長が別に定める。
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(年度途中の認定及び支給葛勧
第lo条 教育委員会は、転学、災害等により、年度の途中において就学援助費の支給を受けよ

うとする保護者については、第5条から第7条までの規定に準じて、その都度速やかに認定
し、就学援助費を支給しなければならない。

2 就学援助費は、申請のあった日の属する月 (以下この項において「申請月」という。) の
翌男から支給する。ただし、申請のあった日が申請月の初日である場合は、その月から;支給
する。

僑忍定の取消し)
第11条 教育委員会は、要保護者及び準…要保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認
定を取り消し、速やかに校長に通知するとともに、就学援助費支給取消通知書 (様式第 5
号)により保護者に通知するものとする。
(1) 要保護及び準要保護児童生徒が転出又は死亡したとき。
(2) 就学予定者が南島原市立小中学校に入学しなかったとき。
(3) 第 2条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 認定を取り消した場合の就学援助費の二支給は、当該事由が発生した日の属する月の末日ま
でとする。

(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則
施行期日)

1 この告示は、平成18年 3月31日から施行する。

(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南有馬町要保護及びN準要保護児童生ネ海就学援
助費支給要綱 (平成17年南有馬町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処尼分、手続
その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表僕汁4条醍雛系)
(単位 :円)

区分
限度額

適用
小学校 中学校

学用品費等
新入学児童生徒 11,420 22,320

新入学児童生徒以外 15,220 26,820

モ発熱活動費 (泊を伴うもの) 3,620 6,100

修学旅行費 実費 実費
新入学児童生徒学用品費 40,600 47,400

医療費 実費 実費
学複給食費 実費 実費
通学費 39,290 79,410

様式第 1号 館舟5条B謝系)
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就 学 援 助 費 ・・受 給 中 ,i,1,L,1:;

年‐ .il lー

11日,島原市教育反 様
申請者‐住;,ー申

す鳩強者‐氏名 十iD
(′,・宜よさテ)
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‐
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3 その他
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年 月 l
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年 月 日 ノハリ

1 ′.;たf主宰▼韓-1--・こ窺 増 ドリ ,:ー

2 同意 ,.:{<様式笹 1号"“+友〉義・添付‐ナること-
:~ 小学校上中′.rゴー徒にそれぞれリ青iaこれrかい為提げr域、この申請 ,ー;:"、別々に提出もと÷

　　　　　　

4 ※には、 年度ジメデイなγメデョ‘Fを記人上 (ください。
〉.」11「-iもこー記 人 ,もたイさい
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(裏面)

1 申請にあたって、現在の生活状況や経済的にお困りのことを具体的に
ご記人ください (この項目は必ずご記入ください。)

2 最近、生活状況が急激に悪fヒしたなど、特別な事情こがあればご記人く
だ さい“

3 就学費用についてお困りのことがあれば具体的にご記入ください

J E記以外で特別な事情があればご記入ください

内容等に不明な点がある場合には、ご連絡することがあります
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様式第 1号の付表
同

・
1
′.

,t:
・

,L」、

私は、 {ii度、就学援助費‘ルヱ給資格認定めた恥じ、南島原市嬰保護及び IP-婁

保護児能生デJail就学援助費 ,之精製音響第 2 条にiEき′).る円1111にメール、て、南島原市教育委員会

が謡お↑Eす る 二、とに「同 ,ごまいた L ,だす

まず、次年度以降についても認,定をキ*圭署話す乙)場合は1一様といたし孝さも

年 月 日

南島,原市教育」,と じiを

(たた,;性"‐
.)

　　　　　　　　　　　　　甚 一f当 ------------ 」」 ---------- 謹製 {

氏 名 小山

様式第2号 悌汁6条陵雛系)
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1婁保護及び;1中郷鶴隼児旅生徒等;に係る世情熱

繁 理
番 号

児童′1三徒等
lt ′名 1保護者・

氏 名1 1教育扶
肋受給
の有無 1

家
雁
の
状
況
庭
鴇
も

続 柄′E 年 "11 職 業 -{i′ご居 住
の 有 無

病 気 ・f疑 義 の
fT・無 09l iill) fi;,壱 の 形 態 家 庭 状 況 の 変 動

ず学 .ろく

{熱情 ◆豪

貸 間

1IL′字援助を必要と認める者にノ1い くの 校長の ,意見

鱒 すん髪者の織兆が程安定で生活状態が憩いと認めんねる,
「亘」′仁者号状態が悪いため、‘1}‘:f鰯雲付言iを減免 Lて -.・心
頭 生活状態が悪 く、学校キ州・「全力【諮 りがち‐謡うろ
ば」キArt、 fく脱が旨ニL く悪 く、 主だ- 学用品、通学用品諺に -ド白山 1 ていろ,
(コ」 経済的理由に 上る欠席 日も効く多い,

・.鎖 その他 {具体【〆」に虚 ,櫨ノ〕ニリ

lt記ゾ)汗を就学援助を必要とする児童生徒鯵とLて報告します,

年 月 日

南 ,';,1月方崩す立 ′
-r:

校長 山

南高原市教育左【-i会 採

納 鞭 報 皆 小 学 校 中 学 後
2・.r:年 3′γ:“↓ ,1′き 1二 5うたf-三 好′?‘:年 111デゴト Zうgi も 3・.デゴド

報 告年 月 11

.・云た之 1 簿

縦 鞭 報 告
′1・ 学 校 ‘i1 ′・デ: Fど

2ー.r:年 3′γ:年 ,1‘.お 1二 5うた‘-‘ 行′?‘:年 1・1;ご4L zうた{1も 渉 .デゴド

報 告年 月 11

.・云た之 1 1態

ttt情についー・:の巽宿れヒ.厚手侮り〒の長又 1民生委員の所兄 教育委員会の認定の .胸h {変更の事由)

認 定 .:′i場 合

認定を‐L ない

場合工は取消
L・ の 場 合

一 ---- ----「-- - -- -▲--- - - - ------- -------十 一- - F f -- rr【‐ 【 「ー「rー、.『ー‐、 r「 「‐ー ー -「▲「ーーー- ▲ー- ----…- 「‐-・

た御者孝一;デ詐 継餅とL謝 {ヒル

年 月 日

南島原市教育姿n会 捗

南高原市立 学校長 様

鍵 紀 報 皆 小 学 技 中 学 校
2・.;三宝F 3 学 年 +.;′:{署三 つご:牛 6′テゴド ー′¥:年 2′‐;ご:q二 ;す・?";;

韻 管年 月 11

教育左員会m

純毛畜楚幸壬ま{芋
小 学 技 中 学 校

2‐.戸 F 3学年 も-.;′:{署三 5学年 6′テゴド 1'';‘:年 2′.;ご:qニ 多学年

韻 管年 月 11

教育左員会m

様式第3号 (第7条関係)
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年 月 日

就学援助認定 (却下)通知書

様

南島原市教育委員会 困

年 月 日付けで申請がありました就学援助費の支給については、次の
とおり決定したので通知します。

学校名 学年 児童生徒等氏名 性別

上記の者について、下記のとおり決定しました。

1 要保護十準要保護に、 年 月から開始

2 却 下
(理由)

様式第4号 僕汁8条襲雛系)
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年 " H

南島原市教育委員会 国
年度就学援助費'支給計画通知 ,1}:

.数 --′r 扶 助

受給の有無
学年の
区 分

男女の
区 分

児杭 ・生もt:繁氏名

支 給 明 細
支出 (「つき) 年月H新人学児

学用品背 学用品作 修 学
旅 行 費‐ 給 食費

▲ ▲- - ‐

年
ー --- ---・.--- ------- --」-- --ーーー ー--▼ -- ‐rー- - ‐

年 月 H

新人挙りail用品費

』キリルキムーぜや

修学旅行費

′二鴎支給食費

医療費

年

年

年

年
ーーーーーーー ー r

年
rー‐ーーー ‐ . ▼ -- - - ---- 「- - ー- - - --▲rr ーー ‐ーーーーー ー‐ーー----- ---・

年

年三

fll

{ド

年

年三

{-

q

・..・・.・1.

年

年
」,一皿 ,M

“
ー

‘-

年

年
・‐--- - --- - ・

年
. - - - - - - ・‐」 ー「 ‐--- - ・.‐r - - ▲ 」」-ーー ‐ ー‐ ・ ー ー、.-- .--r----、.

年

q

"

年
r------- ー‐.

年
- --- 4r ーーー一r ーー一一ーー ー-一一・.・ーーーー ー-- ー ‐▼ ーーー--‐r‐--:- -」」-ーー‐ーーーーーー‐ー「

,}-- 人

校長 様

様式第5号館納11条陵彫系)
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年 月 11

就学援助費支給取消通知若

様

南島原ri教育ぁ1li 回

漕辱琴尊班≠その支給に′"しrロエ 次のとたり取り消した▽J‐行川キー1L ます“

デコ交名 学年 リムに‐′1.これド誓氏γ. 性別 ・1自白~芭/EII

rr

1'.記 ,L′}者 に つ い‐,く、 トニー上 り 年 , 月 -洋一‐ 支給 取 消 し と -,10,,
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議案第 2 8号

南島原市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について

提案理由

幼稚園教育要領の改正に伴い、所要の改正をするもの。

平成 3 0年 6月 2 5 日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



南島原市立幼稚園管理た耀則の一部を改正する薄頭り

南島原市立幼稚園管理歌劇則 (平成18年南島原市教育委員会刃願-」第12号)の一部を次のよう

に改正する。

第5条中「幼稚園教育要領 (平成20年文部科琶省告示第26号」を「幼稚園教育要領 (平成

29年文部科学省告示第62号」に改める。

附 則

このラ魂則は、平成30年 7月 1日から施行する。
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南島原市立幼稚園管理規則の一部を改正する教育委員会規則 新旧対照表
新 旧

(教育週数及び教育時間)
第5条 教育週数及び教育時間は、幼稚園教育要領 (平成29年文部科学省告示第62
号。以下「教育要領」という。) に基づき、園長が定める。

(教育週数及び教育時間)
第5条 教育週数及び教育時間は、幼稚園教育要領 (平成20年文部科学省ハ告示第26
号。以下「教育要領」という。) に基づき、園長が定める。
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南島原市立幼稚園管笹欧斑則
平成18年 3月31日教育委員会ガ願り第12号

改正
平成21年2月25日教育委員会ガ頭り第3号
平成22年3月26日教育委員会邦願り第4号

目次
第1章 総則餅き1条)
第2章糸麟哉ぼ雪2条・第3条)
第3章 運営 ぼ雪4条÷第25条)
第4章 施縞説及び設備の管理係炊26条一第28条)
第5章 雑則復き29条)
附則

第1章 総則
G趣旨)

第 1条 この薄願、リは、地方教育行政の糸噺哉及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第
33条の規定に基づき、南島原市立幼稚園 (以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事
項を定めるものとする。

第2章糸断哉
(定員)

第 2条 幼稚園の定員は、80人とする。
(職員)

第3条 幼稚園に園長、教諭、助教諭その他必要な職員を置く。
2 南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)は、園長の意見を聴いて教諭のうち
から主任教諭を任命することができる。
3 主任教諭は、園長の指示に基づき教育課程の立案その他の園務に関する事項につき連絡調
整及琳護助言に当たる。

第3章 運営
(学期)

第4条 学校教育法施行令 (昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期
とする。

(1) 第 1学期 4月 1日から8月31日まで
(2) 第 2学期 9月 1日から12月31日まで
(3) 第 3学期 1月 1日から3月31日まで
(教育週数及び教育時間)

第5条 教育週数及び教育時間は、幼稚園教育要領 (平成29年文部科岸省告示第62号。以下
「教育要領」という。) に基づき、園長が定める。
(休業日)

第6条 幼稚園の休業日は、学校教育法施行規則 (昭和22年文部省令第11号。以下「施行規
則」という。)第39条の規定において準用する第61条第 1号から第3号までの規定に掲げる
日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年女副木業日 4月 1日から4月 5日まで
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(2) 夏季ョ木業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季ョ木業日 12月25日から翌年 1月 7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、園長が休業を必要と認め、教育委員会の承認を受けた日

2 園長は、保育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の許可を
受けて、休業日に保育を行うことができる。
(非常変災等による臣郷署木業の報告)

第7条 施行薄願1」第39条の規定において準用する第63条の規定によって、園長が臨時に保育を
行わないときは、保育を行わない理由及びその期間を直ちに、教育委員会に報告しなければ
ならない。

(教育課程)
第8条 教育課程は、教育要領の基準に基づき園長が編成する。

(教育課程の届出)
第9条 園長は、前条の規定により教育課程を編成したときは、直ちに教育委員会に届け出な

ければならない。教育課程を変更したときも、また、同様とする。

ぴ園資格)
第lo条 幼稚園に入園することができる者は、満 3歳から小学鞠就学の女鵠期に達するまでの幼
児とする。

園時期)
第11条 入園時期は、毎年 4月とする。ただし、欠員があるときは、臨時に入園を許可するこ

とができる。

園手続め
第12条 幼児を入園させるときは、入園願 (様式第 1号)を園長に提出しなければならない。

仏園許可)
第13条 園長は、幼児の心身の発育状態等を考慮して入園を許可する。

(長期欠席)
第14条 保護者は、園児を一週間以上欠席させるときは、園長に届け出なければならない。

(休園又は退園)
第15条 保護者は、園児を休園又は退園させるときは、園長に届け出なければならない。
2 園長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教育委員会の承認を得て、園児
を休園又は退園させることができる。
(1) 園児が感染性疾病にかかったとき。
(2) 園児の無届休園が1月以上にわたるとき。
(3) 保育料の糸酬寸を3月以上怠ったとき。
(4) 園児が性情不良であって他の園児に対し悪影響を及ぼし、教育の見込みがないとき。
(園児の異動)

第16条 園長は、園児に入退園の異動があった場合には、園児異動報告書 (様式第2号)によ
り教育委員会に報告しなければならない。
(園児の事故等の報告)

第17条 園児の重大な事故若しくは集団的疾病が発生したとき、又は発生するおそれがあると
きは、園長は、速やかにその実情を教育委員会に連絡し、改めて詳細を報告しなければなら
え し、。
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(学糸醐編成)
第18条 幼稚園の学級数は、教育委員会が定める。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの前日において同じ年齢にある園児で編成し、1学級
の園児数は、35人以下を原則とする。
(園外行事の届出)

第19条 遠足、水泳その他園外行事の実施に当たっては、あらかじめ教育委員会に届け出なけ
ればならない。

(修了証書)
第20条 幼稚園で6月以上教育を受けた園児には、修了証書 (様式第 3号)を授与する。

(保育来期致収)
第21条 保育料は、南島原市立幼稚園保育料…常数収条例 (平成18年南島原市条例第72号)の定
めるところによる。
(園務の分掌)

第22条 園長は、園務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(園長及び郷巌員のf和段)

第23条 園長が{和戦を受けようとするときは、教育委員会に届け出、又は承認を受けなければ
ならない。

2 職員が休暇を受けようとするときは、園長に届け出、又は承認を受けなければならない。
(園長及び職員の出張)

第24条 園長の出張は、教育委員会が命ずる。
2 職員の出張は、園長が命ずる。

(園長及び珊巌員の事故報告)
第25条 園長又キ訓読」員に重大な事故があったときは、園長は、速やかに教育委員会に報告しな
ければならない。ただし、園長に事故があるときは、上席の職員が報告しなければならない。

第4章施編設及び設備の管理
(管理責任者)

第26条 園長は、幼稚園の施傷説及び設備 (備品を含む。以下同じ。) を総才離管理し、その整備
に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより幼稚園の施編役及び設備の管理を行う。
(災害報告)

第27条 園長は、災害又は事故によって幼稚園の施錆役及び設備が損害を受けたときは、速やか
に教育委員会に報告しなければならない。
(警備及び防災の計画)

第28条 園長は、毎年度初め幼稚園の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなけれ
ばならない。

2 園長は、前項の計画を定めるときは、特に園児の安全を確保するための措置を講じなけれ
ばならない。

第5章 雑則
(委任)

第29条 この夫雑則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則

碗1行期日)
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1 この鷲頭りは、平成18年 3月31日から施行する。

(経過措置)
2 このガ頭、リの施行の日の前日までに、合併前の西有家町立西有家幼稚園…塊則 (昭和44年西有
家町教育委員会寿頭-」第1号)、北有馬町立北有馬幼稚園夫難則 (昭和54年北有馬町教育委員会
邦願1」第 7号)、ロ之津町立幼稚園刃頭1」(昭和60年ロ之津町教育委員会ガ頭1」第 1号)又は加津
佐町立加津佐幼稚園管ヲ1歌劇則 (平成2年加津佐町教育委員会ガ頭り第1号)の規定によりなさ
れた処貼分、手続その他の行為は、それぞれこの対願、リの相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号 (第12条関係)

入 園 順

ふ り が な 男女別
どちらかに
〇

男 ・女
幼 児 氏 名

生 年 月 日 年 月 日
ふ り が な
保護者氏名
現 住 所 南島原市 番地

既往の疾病

兄弟姉妹の数 兄 人 姉 人
弟 人 婦 人

備 考

上記のとおり入園させたし、ので願書を提出します。

年 月 日

住所 南島原市 番地
電話 -
保護者氏名 ◎

南島原市立 勤椎園長 様

様式第2号節鏡6条関係)
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第 号
年 月 日

南島原市教育委員会
教育長 様

南島原市立 幼稚園園長 副

園 児 異動 報 告 書

このェとにっL、て、下記園児の保護者より、本図キ る園 したい旨願し、出があり、別

紙の鰯こ〔響 暫〕が提出され, 年 月 日付けで圏 〕を許可した
ので、南島原市立幼稚園管理規則第16条により報告致します。

1 園児氏名

2 保護者氏名
3 現住所
4 異動 (前)先

年 月 日

※ 添付書類 入園願書 (写し) 部
退 園届 (写し) 部

在国園児数 ( 月 日現在〕

組 男子 女子 計

合 計

様式第3号 僕★20条B鄭系)
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第 2 9号

南島原市立小 ・中学校 「しま」への修学旅行費補助金交付要綱の

一部を改正する告示について

案理由

長崎県 「しま」への修学旅行推進事業費補助金交付要綱が、 「しま」体

活動支援事業費補助金実施要綱に改正されたことに伴い、所要の改正を

る もの。

平成 3 0年 6月 2 5 日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



南島原市立小・中学校「しま」への修学旅行費ネ刺功金交付要綱の一部を改正する告示

南島原市立小・中学校「しま」への修学旅行費補助金交付要綱 (平成18年南島原市告示第

167号)の÷部を次のように改正する。

第 1条中「長崎県「しま」への修学旅行推進事業費ネ離功金交付要綱 (平成17年 4月18日付

17教義第57号長崎県教育長通知)」を「長崎県教育委員会が定める「しま」体験活動支援事

業費補助金実施要綱」に改める。

附 則

この告示は、平成30年 7月 1日から施行する。
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南島原市立小 ・中学校 「しま」への修学旅行費補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表
新 旧

礎!旨)
第 1条 市は、「しま」 (長崎県教育委員会が定める「しま」体,験活動支援事業費
補助金実施要綱第2条に規定するf遡域をいう。以下同じ。)への修学旅行の推進
を図るため、予算の定めるところにより、「しま」への修学旅行費を負担してい
る保護者に対し、南島原市立小・中学校「しま」への修学旅行費補助金 (以下
「補助金」という。) を交付するものとし、その交付については、南島原市補助
金等交付夫耀則 (平成18年南島原市薪興」第35号。以下「薪興一」という。)に定める
もののほか、この告示の定めるところによる。

鰹≧旨)
第 1条 市は、「しま」 (長崎県「しま」への修学旅行推進事業費補助金交付要綱

(平成17年 4月18日付17教義第57号長崎県教育長通知)第 2条に規定する±櫛或を
いう。以下同じ。) への修学旅行の推進を図るため、予算の定めるところによ
り、「しま」への修学旅行費を負担している保護者に対し、南島原市立小・中学
校「しま」への修学旅行費補助金 (以下「補助金」という。) を交付するものと
し、その交付については、南島原市補助金等交付夫別則 (平成18年南島原市夫別則第
35号。以下「夫耀則」という。) に定めるもののほか、この告示の定めるところに
よる。
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○南島原市立小・中学校「しま」への修学旅行費補助金交付要綱
平成18年 7月28日告示第167号

南島原市立小・中学校「しま」への修学旅行費ネ鵡功金交付要綱
G趣旨)

第1条 市は、「しま」 (長崎県教育委員会が定める「しま」体験活動支援事業費補助金実施
要綱第2条に規定する±勘或をいう。以下同じ。)への修学旅行の推進住を図るため、予算の定
めるところにより、「しま」への修学旅行費を負担している保護者に対し、南島原市立小 ・
中学校「しま」への修学旅行費ネ鵡功金 (以下「補助金」という。)を交付するものとし、そ
の交付については、南島原市補助金等交付規則 (平成18年南島原市規則第35号。以下「規
則」という。) に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内小・中学校に通学する児童生徒の保護
者で「しま」への修学旅行費を負担するものとする。
(ネ刺功の対象及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費 (以下「ネ鵡功対象経費」という。)は、修学旅行に係
る負担額から別途県が定める基準額を差し引いた経費とし、補助率は、補助対象経費の4分
の 3以内とする。
(補助金の交付の申請)

第4条 対頭-」第4条の規定にかかわらず、補助金の交付申請書は、南島原市立小・中学校「し
ま」への修学旅行費ネ創功金交付申請書 御一言珠美対 によるものとし、校長を経由して市長に
申請するものとする。

2 彩願、-」第4条の市長が定める申請書を提出することができる時期は、毎年度醐ーJに定める期日
までとする。

(交付手続の特例)
第 5条 この告示による補助金の交付については、夫別則第21条の規定により、刃願ーJ第 7条に規
定する交付の決定の通知、夫則則第13条に規定する莞酬績寿報告書の提出及び毒頭ーJ第14条に規定す
る額の確定通知を省略し、ガ頭1」第4条に規定する補助金の交付申請及び捌則第16条に規定す
る補助金の交付請求は、併合して処理するものとする。

附 則
この告示は、平成18年 7月28日から施行し、平成18年 4月 1日から適用する。

別記様式悌汁4条=鰯系)
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年 月 日

南島原市長 様

申請者 (保護者)
住 所
氏 名 ◎

南島原市立小▼中学校「しま」への修学旅行費補助金交付申請春

年度南島原市立小・中学模「しま」への修学旅行費補助金の交附 を受けたいので申請し
ます。
なお、南島原市補助金等交付規則第16条の規定により、南島原市立小十中学校「しま」

への修学旅行萱補助金を下記申請額のとおり請求します。

記

学校名 ( ) 単位 :円

学年 組 児童生徒氏名 修学旅行に係る負担額魚) 基準額価)
申請額 (c)
((心 ‐毎)〉×3角
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報告第 1号

南島原市立小・中学校教職員人事異動の内申について

提案理由

南島原市立小・中学校教職員の人事異動について、別紙のとおり内申を行

ったので、南島原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 5条第 2項の

規定により報告する。

平成 3 0年 6月 2 5 日提出

南島原市教育委員会

委員長 近藤 孝信



南島原市立教職員の人事異動について

【校長】

平成 3 0年 6月 12 日付

所 属 (職 名) 旧 所 属 (職 名) 氏 名

南島原市立堂崎小学校 (校長) 南島原市立口之津小学校 (教頭) 本多 宏光

【教頭】

平成 3 0年 6月 12 日付

所 属 (職 名) 旧 所 属 (職 名) 氏 名

南島原市立口之津小学校 (教頭) 南島原市立深江小学校 (教諭) 森田 純弘


